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消費者支援機構発２０２４－０３４号 

２０２４年２月２１日 

消費者契約法第４１条１項に基づく 

事前差止請求書 

大阪府大阪市中央区難波２－３－７ 

南海難波御堂筋ウエスト８Ｆ 

司法書士法人杉山事務所 

代表社員 杉山ー穂 様 

適格消費者団体 特定非営利活動法人 

消費者支援機構福岡 理事長 平田広志 

〒８１２－００１１ 

福岡市博多区博多駅前一丁目１８番１６号 

博多駅前一丁目ビル３０２号 

ＴＥＬ ０９２－２９２－９３０１ 

ＦＡＸ ０９２－２９２－９３０２ 

（本件に関するお問い合わせ先） 

担当者 弁護士 黒木和彰 

ＴＥＬ ０９２－７５２－７８７８ 

ＦＡＸ ０９２－７２５－５３５３ 

当機構は，消費者の権利確立をめざし，消費者被害の調査，情報提供，救済

活動等を行うことを目的として，福岡県内の弁護士，司法書士，消費生活相談

員など消費者問題に取り組む団体及び個人によって２００９年９月に設立され

，２０１０年には福岡県知事より特定非営利活動法人（ＮＰＯ法人）としての

認証を受けた団体であり，２０１２年１１月１３日には，内閣総理大臣により

消費者契約法第１３条に基づく認定を受けた適格消費者団体です。 

当機構は，２０２４年１月１７日付書面により，貴法人に対し福岡市営地下

鉄の広告表示に関する質問書をお送りいたしましたが，回答期限とさせていた

だいた同年２月２日までにご回答をいただくことができませんでした。当機構

としては，今般，貴社に対し，不当景品類及び不当表示防止法（以下「景品表

示法」という。）第３０条に基づき裁判上の差止請求権を行使するとの結論に

達しました。 

そこで，当機構は，貴社に対し，本書面をもって消費者契約法４１条１項に

基づく事前差止請求書を送付いたします。本事前差止請求書が貴法人に到達又

は通常到達すべきであったときから１週間を経過した後において，当機構は，

貴法人に対し，景品表示法３０条の定める差止請求に係る訴訟を提起すること

が可能となります。 

つきましては，本事前差止請求書に対し，本書到達後１週間以内に書面をも

って貴法人のご対応につき当機構宛にご連絡下さい。なお，ご回答の有無及び

ご回答内容は公表することがあることを申し添えます。 
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第１ 請求の要旨 

当機構は，貴法人に対し，下記対象となる表示記載の表示を行い，又は第三

者をして行わせることの停止を求めるとともに，一般消費者に対し，下記表示

記載の表示が下記記載の適用法条に従って，景品表示法５条１号の優良誤認表

示であることを周知させることを求めます（【別紙１】参照）。なお，各表示

記載の表示については，別紙として別途書留郵便にて送付いたします。 

（対象となる表示） 

＜表示媒体＞ 

（１）福岡市営地下鉄車内のドア上等に掲示された車内広告「お知らせ」 

（以下「車内広告①」という。）（【別紙２】） 

（２）福岡市営地下鉄車内のドア上等に掲示された車内広告「過払い金でト

ゥギャザーしようぜ」（以下「車内広告②」という。）（【別紙３】） 

（３）福岡市営地下鉄車内のドア横等に掲示された車内広告「過払い金でト

ゥギャザーしようぜ」（以下「車内広告③」という。）（【別紙４】） 

（４）戸建て住宅及びマンションの郵便ポスト等に投函（ポスティング）さ

れたチラシ広告「お詫びとお願い」（以下「チラシ広告①」という。）

（【別紙５】）。 

（５）戸建て住宅及びマンションの郵便ポスト等に投函（ポスティング）さ

れたチラシ広告「過払いゴールドのお知らせ」（以下「チラシ広告②」

という。）（【別紙６】） 

（６）司法書士法人杉山事務所の開設するウェブサイト「司法書士法人杉山

事務所」における広告（以下「ウェブ広告①」という。）（【別紙７】

） 

（７）司法書士法人杉山事務所の開設するウェブサイト「債務整理・過払い

金なら杉山事務所にお任せください！」における広告（以下「ウェブ広

告②」という。）（【別紙８】） 

（８）司法書士法人杉山事務所の開設するウェブサイト「過払い金請求・借

金問題 消費者金融が恐れる司法書士日本一」における広告（以下「ウ

ェブ広告③」という。）（【別紙９】） 

＜表示内容＞ 

（１）車内広告①について 

 Ａ「左記に該当している方は過払い金が発生し返還対象となります」 

（２）車内広告②について 

 Ａ「返金実績 全国１位 週刊ダイヤモンド誌」 

  Ｂ「返還金額 月５億円以上」 

 Ｃ「相談実績 月１０，０００件以上」 

（３）車内広告③について 

 Ａ「返金実績 全国１位 週刊ダイヤモンド誌」 

 Ｂ「返還金額 月５億円以上」 

 Ｃ「相談実績 月１０，０００件以上」 

（４）チラシ広告①について 

 Ａ「確実に過払い金が発生しています」 

 Ｂ「消費者金融が恐れる司法書士No.1」 
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 Ｃ「日本を代表する経済ビジネス誌である“週刊ダイヤモンド”にて，『

消費者金融が恐れる司法書士』No.1に選ばれました。」 

（５）チラシ広告②について 

 Ａ「返金実績 全国１位 週刊ダイヤモンド誌」 

 Ｂ「返還金額 月５億円以上」 

 Ｃ「相談実績 月１０，０００件以上」 

 （６）ウェブ広告①について 

 Ａ「過払い金 債務整理 借金問題の相談実績 １０，０００件/月」 

 Ｂ「過払い金の返還請求された金額実績で日本一！」 

 Ｃ「相談実績が月間１０，０００件以上」 

「過払い金返還額も月５億円！」 

 Ｅ「過払い金請求額が毎月５億円以上」 

 Ｆ「消費者金融が恐れる司法書士No.1」 

 Ｇ「杉山事務所は過払い金請求の回収額が日本一」 

 Ｈ「週刊ダイヤモンド誌にて『消費者金融が恐れる司法書士』日本一に選

ばれました！」 

 （７）ウェブ広告②について 

  Ａ「過払い金 相談実績 １０，０００件／月」 

  Ｂ「過払い金 返還金額 月５億円以上！」 

  Ｃ「過払い金の返還請求金額実績 日本１」 

「『消費者金融が恐れる司法書士』日本一」 

Ｅ「相談実績 月間１０，０００件」 

  Ｆ「過払い金請求総額 月間５億円」 

  Ｇ「【衝撃】蓋を開けると過払い金が４０００万円？！特に厳しい事例を

暴露」 

（８）ウェブ広告③について 

  Ａ「過払い金・借金問題 消費者金融が恐れる司法書士 日本一 週刊ダ

イヤモンド誌にて選出されました」 

  Ｂ「過払い金返還額 月５億円」 

 Ｃ「相談実績月３，０００件，返還額月５億円」 

「過払い金の返還請求実績で日本一」 

  Ｅ「週刊ダイヤモンド誌 返還実績日本一」 

 ＜適用法条＞ 

 （１）車内広告①について 

  ・優良誤認（景品表示法５条1号） 

 （２）車内広告②について 

  ・優良誤認（景品表示法５条1号） 

 （３）車内広告③について 

  ・優良誤認（景品表示法５条1号） 

 （４）チラシ広告①について 

  ・優良誤認（景品表示法５条1号） 

 （５）チラシ広告②について 

  ・優良誤認（景品表示法５条1号） 
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 （６）ウェブ広告①について 

  ・優良誤認（景品表示法５条1号） 

 （７）ウェブ広告②について 

  ・優良誤認（景品表示法５条1号） 

 （８）ウェブ広告③について 

  ・優良誤認（景品表示法５条1号） 

第２ 紛争の要点

１ 景表示法の適用 

   上記対象となる表示において掲げた各表示は，いずれも貴法人が消費者

金融又はクレジットカード・キャッシングサービス等の利用者につきその

利息にかかる過払い金の有無の確認及びその返還請求手続きにかかる貴法

人への委任の誘引を目的とするものであり，景品表示法２条４項の定める

「顧客を誘引するための手段として、事業者が自己の供給する商品又は役

務の内容又は取引条件その他これらの取引に関する事項について行う広告

その他の表示」として不当景品類及び不当表示防止法第２条の規定により

景品類及び表示を指定する件（昭和３７年６月３０日公正取引委員会告示

第３号〔定義告示〕）が指定するものに該当し，景品表示法の対象となり

ます。 

２ 車内広告①Ａ（【別紙２】），チラシ広告①Ａ（【別紙５】） 

   車内広告①Ａにおいては，消費者金融又はクレジットカード・キャッシ

ングサービス等の利用者につき，あたかも「左記に該当している方」（「

現在３０歳以上の方で２０１０年６月以前に消費者金融や無人ＡＴＭ等で

キャッシング・カードローンを一度でも利用お借入れされた方々」）であ

れば，当然に過払い金が発生し，その返還を受けることができるかのごと

く表示されています。これは，「左記に該当している方」であっても，過

払い金が発生し返還を受けることができるか否かは不確定であるにもかか

わらず，当然に過払い金が発生しその返還を受けることができるものと誤

認させるおそれがあるものと言わなければなりません。 

 また，チラシ広告②Ａにおいても，過払い金が発生しているか否かが不

確定であるにもかかわらず，過払い金の発生が当然であるかのごとく表示さ

れています。 すなわち，これらの表示は，貴法人が他の司法書士事務所等

に過払い金の確認又はその返還請求を委任する場合よりも「著しく優良」

であるとの誤認を一般消費者に与えるものであり，不当に顧客を誘引し，

一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあるものと

言うことができます。 

 よって，当機構は，貴法人に対し，車内広告①Ａおよびチラシ広告②Ａ

の各表示につき，景品表示法５条１号に定める優良誤認表示として，同法

３０条１項に基づきその停止及び予防に必要な措置として上記表示が景品

表示５条1号に規定する優良誤認表示を表示したものである旨の修訂行為

を求めます。 

３ 車内広告②Ａ（【別紙３】），「車内広告③Ａ（【別紙４】），チラシ

広告②Ａ（【別紙６】），ウェブ広告①Ｂ（【別紙７】），ウェブ広告①
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Ｇ（【別紙７】），ウェブ広告②Ｃ（【別紙８】），ウェブ広告③ （【

別紙９】），ウェブ広告③Ｅ（【別紙９】） 

車内広告②Ａ，車内広告③Ａ，チラシ広告②Ａ，ウェブ広告①Ｂ，ウェ

ブ広告①Ｇ，ウェブ広告②Ｃ，ウェブ広告  ③ 及びウェブ広告③Ｅに

おいては，いずれも過払い金にかかる貴法人の返還請求額又は返還額が「

日本一」，「日本１」又は「全国１位」であるとの表示がなされています

。 

そして，その根拠としては，週刊ダイヤモンド２００９年８月２９日号

に掲載された「弁護士大激変！」との記事（【別紙１０】）を指すものと

思われます。しかし，同記事は，約１５年前に書かれたもので示されてい

るデータが古く現状を反映していないのみならず，「某大手消費者金融会

社の過払い金返還額」を示したものであって，弁護士・司法書士を過払い

金返還額によって順位付けたものではありません。それにもかかわらず上

記各広告は，これをもって「日本一」，「日本１」又は「全国１位」とし

ており，過払い金にかかる貴法人の返金実績につき事実に相違して他の司

法書士事務所等よりも「著しく優良」であるとの誤認を与えるものであり

，不当に顧客を誘引し，一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害

するおそれがあるものと言わなければなりません。 

よって，当機構は，貴法人に対し，車内広告②Ａ，車内広告③Ａ，チラ

シ広告②Ａ，ウェブ広告①Ｂ，ウェブ広告① Ｇ，ウェブ広告②Ｃ，ウェ

ブ広告③ 及びウェブ広告③Ｅの各表示につき，景品表示法５条１号に定

める優良誤認表示として，同法３０条１項に基づきその停止及び予防に必

要な措置として上記表示が景品表示法５条１号当該各号に規定する優良誤

認表示をしたものである旨の周知行為を求めます。 

４ 車内広告②Ｂ（【別紙３】），車内広告③Ｂ（【別紙４】），チラシ広

告②Ｂ（【別紙６】），ウェブ広告①Ｄ（【別紙７】），ウェブ広告②Ｂ

（【別紙８】），ウェブ広告③Ｂ（【別紙９】），ウェブ広告③Ｃ（【別

紙９】） 

車内広告②Ｂ，車内広告③Ｂ，チラシ広告②Ｂ，ウェブ広告①Ｄ，ウェ

ブ広告②Ｂ，ウェブ広告③Ｂ及びウェブ広告 ③Ｃにおいては，いずれも

貴法人の過払い金にかかる返還額が月額にして「５億円」又は「５億円以

上」であると表示されています。 

司法書士の代理権が訴額１４０万円未満に限られていることから（司法

書士法３条，裁判所法３３条１項１号），月５億円の返還を受けるために

は，少なくとも月３５０件以上を過払い金返還請求受任しなければなりま

せんが，その根拠となるデータが何ら示されていない以上，事実に相違し

て貴法人が他の司法書士事務所等に比して「著しく優良」であるとの誤認

を与える可能性を否定することができず，不当に顧客を誘引し，一般消費

者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあるものと言わざる

を得ません。 

よって，当機構は，貴法人に対し，車内広告②Ｂ，車内広告③Ｂ，チラ

シ広告②Ｂ，ウェブ広告①Ｄ，ウェブ広告  ②Ｂ，ウェブ広告③Ｂ及び

ウェブ広告 ③Ｃの各表示につき，景品表示法５条１号に定める優良誤認



6 

表示として，同法３０条１項に基づきその停止及び予防に必要な措置とし

て上記表示が景品表示法５条１号当該各号に規定する優良誤認表示をした

ものである旨の周知行為を求めます。 

５ ウェブ広告①Ｅ（【別紙７】），ウェブ広告②Ｆ（【別紙８】） 

ウェブ広告①Ｅ及びウェブ広告②Ｆにおいては貴法人の返還請求金額に

つき月額にして「５億円以上」であると表示されていますが，何ら明確な

根拠は示されておらず毎月恒常的に５億円以上の返還請がなされているの

か否かは必ずしも明確ではなく，事実に相違して貴法人が他の司法書士事

務所等に比して「著しく優良」であるとの誤認を与える可能性を否定する

ことができず，不当に顧客を誘引し，一般消費者による自主的かつ合理的

な選択を阻害するおそれがあるものと言わざるを得ません。 

よって，当機構は，貴法人に対し，ウェブ広告①Ｅ及びウェブ広告②Ｆ

の各表示につき，景品表示法５条１号に定める優良誤認表示として，同法

３０条１項に基づきその停止及び予防に必要な措置として上記表示が景品

表示法５条１号当該各号に規定する優良誤認表示をしたものである旨の周

知行為を求めます 

６ 車内広告②Ｃ（【別紙３】），車内広告③Ｃ（【別紙４】），チラシ広

告②Ｃ（【別紙６】），ウェブ広告①Ａ（【別紙７】），ウェブ広告①Ｃ

（【別紙７】），ウェブ広告②Ａ（【別紙８】），ウェブ広告②Ｅ（【別

紙８】） 

車内広告②Ｃ，車内広告③Ｃ，チラシ広告②Ｃ，ウェブ広告①Ａ，ウェ

ブ広告①Ｃ，ウェブ広告②Ａ及びウェブ広告 ②Ｅにおいては，貴法人の

相談実績について月間「１０，０００件以上」又は「１０，０００件」と

表示されています。 

しかし，ウェブ広告③においては「相談実績 月３，０００件」とされ

ており，その根拠が明確に示されていない以上，相談実績を月「１０，０

００件以上」又は「１０，０００件」とする前記各表示は，いずれも事実

に相違して貴法人が他の司法書士事務所等に比して「著しく優良」である

との誤認を与えるものであり，不当に顧客を誘引し，一般消費者による自

主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあるものと言わざるを得ません

。 

また，相談件数月１０，０００件は，１日平均にして３００件を超える

ものであり，かつ返金実績が月５億円以上とされていることから少なくと

も月３５０件以上を受任しなければならないことを踏まえるならば，その

明確な根拠が示されていない以上，事実に相違して貴法人が他の司法書士

事務所等に比して「著しく優良」であるとの誤認を与えるものであり，不

当に顧客を誘引し，一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害する

おそれがあるものと言わざるを得ません。 

さらに，ウェブ広告①Ａは，「過払い金」のみならず「債務整理」及び

「借金問題」の相談件数を含むものであり，過払い返還の相談件数につき

事実に相違して「著しく優良」であるとの誤認を与える可能性があり，不

当に顧客を誘引し，一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害する

おそれがあります。 
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よって，当機構は，貴法人に対し，車内広告②Ｃ，車内広告③Ｃ，チラ

シ広告②Ｃ，ウェブ広告①Ａ，ウェブ広告  ①Ｃ，ウェブ広告②Ａ及び

ウェブ広告 ②Ｅの各表示につき，景品表示法５条１号に定める優良誤認

表示として，同法３０条１項に基づきその停止及び予防に必要な措置とし

て上記表示が景品表示法５条１号当該各号に規定する優良誤認表示をした

ものである旨の周知行為を求めます。 

７ チラシ広告①Ｂ（【別紙５】），チラシ広告①Ｃ（【別紙５】），ウェ

ブ広告①Ｆ（【別紙７】），ウェブ広告①Ｈ（【別紙７】），ウェブ広告

② （【別紙８】），ウェブ広告③Ａ（【別紙９】） 

チラシ広告①Ｂ，チラシ広告①Ｃ，ウェブ広告①Ｆ，ウェブ広告①Ｈ，

ウェブ広告② 及びウェブ広告③Ａにおいては，貴法人につき「消費者金

融が恐れる司法書士No.1」，又は「消費者金融が恐れる司法書士日本一」

とされていることが表示されています。 

そして，その根拠としては，いずれも週刊ダイヤモンド２００９年８月

２９日号に掲載された「弁護士大激変！」との記事（【別紙１０】）が挙

げられています。しかし，すでに述べたように，同記事は，約１５年前に

書かれたもので示されているデータが古く現状を反映していないのみなら

ず，「某大手消費者金融会社の過払い金返還額」を示したものであって，

弁護士・司法書士を過払い金返還額によって順位付けたものではなく，事

実に相違して貴法人が他の司法書士事務所等に比して「著しく優良」であ

るとの誤認を与えるものであり，不当に顧客を誘引し，一般消費者による

自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると言わざるを得ません。 

よって，当機構は，貴法人に対し，チラシ広告①Ｂ，チラシ広告①Ｃ，

ウェブ広告①Ｆ，ウェブ広告①Ｈ，ウェブ広告② 及びウェブ広告③Ａの

各表示につき，景品表示法５条１号に定める優良誤認表示として，同法３

０条１項に基づきその停止及び予防に必要な措置として上記表示が景品表

示法５条１号当該各号に規定する優良誤認表示をしたものである旨の周知

行為を求めます。 

８ ウェブ広告②Ｇ（【別紙８】） 

ウェブ広告②Ｇにおいては，貴法人代表司法書士により，比較的多額の

過払い金が発生し，その返還請求を受けることができた事例がY o u T u b e

において紹介されています。 

この動画においては，司法書士の代理権が１４０万円未満に限定されて

いるため，弁護士を紹介して対応がなされたものとされていますが，過払

い金にかかる返還について貴法人に委任すれば，弁護士への委任を含め，

他の司法書士事務所等に依頼する場合に比して「著しく優良」であるとの

誤認を与える可能性を否定することはできず，不当に顧客を誘引し，一般

消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあるものと言わ

ざるを得ません。 

よって，当機構は，貴法人に対し，ウェブ広告②Ｇにおける上記YouTub

e  動画につき，景品表示法５条１号に定める優良誤認表示として，同

法３０条１項に基づきその停止及び予防に必要な措置として上記表示が景

品表示法５条１号当該各号に規定する優良誤認表示をしたものである旨の
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周知行為を求めます。 

第３ 訴えを提起する予定の裁判所

福岡地方裁判所 

以上 

【別紙１】 「差止の対象となる表示媒体及び表示」 

【別紙２】 車内広告① 

【別紙３】 車内広告② 

【別紙４】 車内広告③ 

【別紙５】 チラシ広告① 

【別紙６】 チラシ広告② 

【別紙７】 ウェブ広告① 

【別紙８】 ウェブ広告② 

【別紙９】 ウェブ広告③ 

【別紙10】 「弁護士大激変！」（週刊ダイヤモンド２００９年８月２９日

号） 






















